
 

守口市社会教育関係団体補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 守口市社会教育関係団体補助金交付要綱（平成30年５月９日施行）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の文化・芸術並びに体育・スポー

ツの振興及び発展に寄与するため、教育長が別に定める社

会教育関係団体（以下「団体」という。）が行う事業に対

し、予算の範囲内でその経費の一部を補助する守口市社会

教育関係団体補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し必要な事項を定めるものとする。  

第１条 この要綱は、市民の文化・芸術の振興及び発展に寄

与するため、教育長が別に定める社会教育関係団体（以下

「団体」という。）が行う事業に対し、予算の範囲内でその

経費の一部を補助する守口市社会教育関係団体補助金（以下

「団体補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定める

ものとする。  

  

 （補助金の申請を行う団体の資格要件）  （団体補助金の申請を行う団体の資格要件） 

第２条 補助金の申請を行うことができる団体は、次に掲げ

る要件のいずれにも該当するものでなければならない。 

第２条 団体補助金の申請を行うことができる団体は、次に

掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。 

(１) 本市において社会教育に関する活動を積極的かつ継

続的に行う社会教育関係団体 

(１) 本市において社会教育に関する活動を積極的かつ継

続的に行う社会教育関係団体であること。 

(２) 活動内容、会計等の透明性が確保されていること。 (２) 定款又はこれに類する規約等及び代表者が明らかで

ある運営体制を有していること。 

(３) 役員等の選出において、民主制が確保されているこ

と。 

(３) 明確な会計処理を実施していること。 

(４) 略 (４) 略  

改正箇所（令和８年３月23日時点） 



 

(５) 宗教の教義を広め、儀式行事等の宗教活動を伴わな

いこと。 

(５) 宗教活動または政治活動を行う団体でないこと。 

(６) 政治上の主義を推進、支持又は反対することを目的

とした活動を伴わないこと。 

 

(７) 公の選挙における特定の候補者、公職にある者又は

政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とし

た活動を伴わないこと。 

 

(８) 国、地方公共団体等から、補助金の交付を受けてい

ないこと。 

(６) 国、地方公共団体等から、補助金の交付を受けてい

ないこと。 

  

（補助対象事業） （補助対象事業） 

第３条 教育長は、団体が実施する次に掲げる事業に補助金

を交付することができる。 

第３条 教育長は、団体が実施する次に掲げる事業に団体補

助金を交付することができる。 

(１)から(５)まで略 (１)から(５)まで略 

(６) スポーツ少年団レクリエーション関連事業  

(７) 市総合体育大会関連事業  

(８) その他教育長が必要と認める事業  

  

（補助金の額） （団体補助金の額） 

第４条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。 第４条 団体補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。 

  

（補助対象経費及び交付額） （補助対象経費及び交付額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経 第５条 団体補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対



 

費」という。）は、別表第１に掲げるものとする。 象経費」という。）は、別表第１に掲げるものとする。 

２ 補助金の交付額は補助対象経費から、別表第２に掲げる

収入に係る額を差し引いて算定した金額（その額に1,000

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。 

２ 団体補助金の交付額は補助対象経費から、別表第２に掲

げる収入に係る額を差し引いて算定した金額（その額に1,

000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と

する。 

  

（交付申請） （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体は、守口市社会

教育関係団体補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添え

て、教育長に提出しなければならない。 

第６条 団体補助金の交付を受けようとする団体は、守口市

社会教育関係団体補助金交付申請書に、次に掲げる書類を

添えて、教育長に提出しなければならない。 

(１)から(５)まで略 (１)から(５)まで略 

  

（交付決定） （交付決定） 

第７条 教育長は、前条の規定による申請内容を審査し、補

助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決

定（以下「交付決定」という。）を行い、守口市社会教育

関係団体補助金交付決定通知書により、当該団体に通知す

るものとする。 

第７条 教育長は、前条の規定による申請内容を審査し、団

体補助金を交付すべきものと認めたときは、団体補助金の

交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、守口市

社会教育関係団体補助金交付決定通知書により、当該団体

に通知するものとする。 

２ 略 ２ 略 

３ 教育長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付

すべきでないと認めたときは、補助金の不交付の決定を行

い、守口市社会教育関係団体補助金不交付決定通知書によ

り、当該団体に理由を付して通知するものとする。 

３ 教育長は、前項の規定による審査の結果、団体補助金を

交付すべきでないと認めたときは、団体補助金の不交付の

決定を行い、守口市社会教育関係団体補助金不交付決定通

知書により、当該団体に理由を付して通知するものとす

る。 



 

  

（補助金の概算払の請求） （申請の取下げ） 

第８条 教育長は、前条第１項の規定による交付決定額を概

算払により交付することができる。 

第８条 前条第１項の規定により交付決定を受けた団体（以

下「交付団体」）は、当該団体補助金の交付の決定内容又

はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下

げることができる。 

２ 前条第１項の規定による交付決定通知書を受けた団体

は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、速

やかに守口市社会教育関係団体補助金交付請求書を教育長

に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申

請に係る団体補助金の交付の決定は、無かったものと見な

す。 

  

（補助金の概算払） （事業計画の変更） 

第９条 教育長は、前条第２項の規定による概算払の請求が

あったときは、当該請求があった日から起算して30日以内

に補助金の概算払をするものとする。 

第９条 交付団体は、事業の内容を変更する場合は、直ちに

事業計画変更申請書を教育長に提出してその承認を受けな

ければならない。ただし、変更後の内容が補助対象事業と

して認められないときは、教育長は承認しないこととす

る。 

  

（実績報告） （実績報告） 

第１０条 補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付決定

を受けた事業（以下「補助事業」という。）が完了した日

の翌日から起算して30日以内に事業実績報告書に、次に掲

げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。 

第１０条 交付団体は、団体補助金の交付決定を受けた事業

（以下「補助事業」という。）が完了した日の翌日から起算

して30日以内又は当該完了の日の属する年度の末日のいずれ

か早い日までに事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて

教育長に提出しなければならない。 



 

(１) から(３)まで略 (１) から(３)まで略 

  

（補助金の額の確定） （補助金の額の確定） 

第１１条 教育長は、前条の規定による提出があったとき

は、その内容が補助金の交付決定の内容に適合するもので

あるか審査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確

定し、守口市社会教育関係団体補助金確定通知書により団

体に通知するものとする。 

第１１条 教育長は、前条の規定による提出があったとき

は、その内容が団体補助金の交付決定の内容に適合するも

のであるか審査し、適合すると認めるときは、団体補助金

の額を確定し、守口市社会教育関係団体補助金確定通知書

により団体に通知するものとする。 

  

 （請求及び交付） 

 第１２条 前条の規定による通知を受けた団体は、守口市ス

ポーツ関係団体補助金交付請求書により請求するものとす

る。 

 ２ 教育長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速や

かに当該団体に対し、団体補助金を交付するものとする。 

  

 （概算払の請求及び交付） 

 第１３条 教育長は、前条の規定にかかわらず、第７条第１

項の規定による交付決定額を概算払により交付することが

できる。 

 ２ 交付団体は、前項の規定により概算払を受けようとする

ときは、守口市社会教育関係団体補助金概算払交付請求書

により請求するものとする。 

 ３ 教育長は、前項の規定による概算払の請求を受けた場合



 

は、速やかに当該団体に対し、団体補助金を交付するもの

とする。 

  

（補助金の精算） （団体補助金の精算） 

第１２条 補助金の交付を受けた団体は、前条の規定による

通知を受けたときは、遅滞なく、補助金の精算をしなけれ

ばならない。 

第１４条 前条の規定により概算払で団体補助金の交付を受

けた団体は、第１１条の規定による通知を受けたときは、

遅滞なく、団体補助金の精算をしなければならない。 

２ 略 ２ 略 

  

（交付決定の取消し）  （交付決定の取消し） 

第１３条 教育長は、団体が次の各号のいずれかに該当する

ときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

第１５条 教育長は、団体が次の各号のいずれかに該当する

ときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ

る。 

(１) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 (１) 団体補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 (２) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件

又はこの要綱に違反したとき。 

 (２) 団体補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した

条件又はこの要綱に違反したとき。 

 (３) 偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた

とき。 

 (３) 偽りその他不正な方法により団体補助金の交付を受

けたとき。 

  (４) 補助事業が中止し、又は予定の期間内に補助事業の

完了が困難となったとき。 

  

（補助金の返還） （団体補助金の返還） 

第１４条 教育長は、前条の規定により補助金の交付決定を 第１６条 教育長は、前条の規定により団体補助金の交付決



 

取り消した場合において当該取消しに係る補助金を既に団

体に交付しているときは、期限を定めてその返還を命じる

ものとする。 

定を取り消した場合において当該取消しに係る団体補助金

を既に団体に交付しているときは、期限を定めてその返還

を命じるものとする。 

  

（関係書類の保管） （関係書類の保管） 

第１５条 団体は、補助金に係る収入、支出その他の関係書

類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度の

初日から起算して10年間保管しなければならない。 

第１７条 交付団体は、団体補助金に係る収入、支出その他

の関係書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の

翌年度の初日から起算して５年間保管しなければならな

い。 

  

（委任） （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に

関し必要な事項は団体所管部長が別に定める。 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、団体補助金の交付

等に関し必要な事項は団体所管部長が別に定める。 

  

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

１ 講師謝礼等 

２ 消耗品費 

３ チラシ、ポスター、プログラム等の印刷製本費 

４ 郵便料等 

５ 会場使用料等（舞台設備経費を含む。） 

 

６ 旅費（研修等に係る交通費を含む。） 

７ その他教育長が必要と認める経費 

 
 

１ 講師謝礼等 

２ 消耗品費 

３ 印刷製本費  

４ 郵便料等の通信運搬費 

５ 会場使用料等（備品使用料、舞台設備経費等を含

む。）  

６ 旅費（研修等に係る交通費を含む。）  

７ 保険料 

８ 賞品代（金券等は除く。） 



 

９ 使用料 

10 委託料 

11 上記対象経費の支払いに伴う振込手数料 
 

  

別表第２（第５条関係） 略 別表第２（第５条関係） 略 

 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


